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【第２版】令和５年８月作成 

 

 

 

 

 

このてびきは、地域の避難支援等関係者をはじめとする、地域住民全体の避

難支援体制づくりに関わる方が、個別避難計画を作成する場合の手順について

説明しています。 

 

市では、地域の実情に応じた避難支援体制づくりを進めていただくために、

「避難誘導マニュアル指針」を定めていますので、このてびきとあわせて活用

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別避難計画の作成のてびき 

～地域の避難支援等関係者 

（自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員）向け～ 

本てびきの目的  

近江八幡市 避難誘導マニュアル指針・ 

避難所運営マニュアル指針（令和３年３月改訂） 

資料８ 
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個別避難計画とは、避難行動要支援者ごとに作成する、災害時の避難支援の

ための計画です。 

全国各地で大規模な災害が頻繁に起こっており、多くの高齢者や障がいのあ

る方が被害を受けられていることから、令和３年５月に災害対策基本法が改正

され、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。 

 

≪個別避難計画に盛り込む事項≫ 

 基本情報（氏名、生年月日、性別、住所、電話番号・連絡先） 

 避難支援等を必要とする理由 

 避難支援等実施者（支援する人）の氏名・住所・電話番号 

 避難場所および避難経路に関すること 

 

 

 

誰がどのように、災害や避難の情報を伝え、いつ、どこへ避難するのか、を定

めるものといえます。 

 

 

≪個別支援計画との違い≫ 

個別支援計画とは、災害対策基本法が改正される前より、本市が避難行動要

支援者支援制度の中で、地域での避難支援体制づくりとして作成を推進してき

たものです。個別避難計画と目的は同じですが、法に位置づけられたことによ

り、今後は本市でも「個別避難計画」と名称を統一する方針です。 

 

 

 

 

 

 

 

基礎知識編（用語の説明） 

個別避難計画とは 
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避難行動要支援者とは、高齢や障がい、難病などの理由で災害が起きた時に

自力での避難が困難な方、災害の情報の入手が困難な方のことをいいます。 

本市では、以下の方を避難行動要支援者と定義しています。 

 

≪避難行動要支援者となる対象者≫ 

高齢者、障がい者、乳幼児、その他特に配慮を要する者のうち、 

① 要介護３以上の人。 

② 身体障害者手帳１・２級の人。 

③ 身体障害者手帳３級で車いすを利用されている人。 

④ 療育手帳 A 判定の人。 

⑤ 難病患者および要介護１・２、身体障害者手帳所持者、療育手帳保持

者で上記①～④に準ずる状態にある方 

※ ペースメーカー使用者、透析を受けている方、施設や病院に長期的に

入所・入院している人を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すでに、地域で個別支援（避難）計画を作成されている場合、新たに

作成する必要はありませんが、本人の心身や生活の状況が変わったり、

地域の支援協力者が変更になったりする場合もあるため、同じ計画でよ

いかの確認が必要となります。 

Q1 すでに、地域で個別支援（避難）計画を作ったのですが、新たに作り

なおす必要がありますか？ 

避難行動要支援者とは 
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市では、災害時に支援対象者として安否確認などの必要な支援を行うため、

対象となる避難行動要支援者の名簿を作成しています。対象者のうち、個人情

報提供の同意を得られた方については、名簿を平常時より地域の避難支援等関

係者に送付しています。 

また、災害時には、同意の有無にかかわらず、名簿を地域の避難支援等関係者

に情報提供し、安否確認などに活用することとしています。 

 

 

 

 

 

避難支援等関係者とは、避難行動要支援者を普段から見守り、災害時におい

ては可能な限り情報の伝達、安否確認、避難誘導等の支援を行う方のことをい

います。本市では、以下の方を避難支援等関係者として、平常時から避難行動要

支援者名簿を情報提供しています。 

 自治会 

 自主防災組織あるいはそれに準ずる組織 

 民生委員・児童委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難行動要支援者名簿とは 

避難支援等関係者とは 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域で個別避難計画の作成に取り組む場合、最初から完成形をめざすのでは

なく、まずは避難行動要支援者と避難支援等関係者（作成に関わる方）との顔の

見える信頼関係づくりから進めてください。 

計画の様式はあくまで一例です。地域の実情や避難行動要支援者の状況など

に応じて、簡素にしたり、必要な項目を追加するなどしていただいてかまいま

せん。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP１

事前準備

STEP２

対象者

の確認

STEP３

聞き取り

計画作成

STEP4

計画の提出

・共有

 

 「マイ・タイムライン」と「地域のタイムライン」の作成 

 避難訓練の実施 

 計画の見直し・更新 

 

さらなる取組みが可能な場合 

個別避難計画を作成してみましょう 

取り組む際のポイント 

作成の流れ 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お住まいの地域によって、災害のリスクも変わります。ハザードマップなど

を見て、どのような災害のリスクがあるかを避難支援等関係者の皆さんで確認

しましょう。 

地域によって、すでに防災や災害時の避難に関する取組みがあるかと思いま

すので、既存の体制を確認し、個別避難計画作成の考え方や役割分担について

話し合いましょう。 

個別避難計画作成のイメージを持っていただけるよう、出前講座による説明

を実施しています。ご希望があれば、福祉政策課までご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の災害リスク、計画作成の進め方を考えましょう 

STEP１ 事前準備 

各 STEP の取組み方法 

近江八幡市 水害ハザードマップ 近江八幡市 地震ハザードマップ 
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市より情報提供している避難行動要支援者名簿を元に、対象者を確認し、作

成の優先度を考えましょう。 

名簿に登録されている全員の個別避難計画を作成することが望ましいですが、

一朝一夕にできるものではないので、以下のポイントを踏まえながら、作成す

る優先度を決めましょう。 

 

≪優先度を決める３つのポイント≫ 

 住んでいる場所の災害リスク（河川、傾斜地など） 

 心身の状況（重度の障がい、要介護の状態など） 

 支援者の有無（家族の支援が得られるかどうか） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難行動要支援者名簿をもとに、対象者を確認しましょう 

STEP２ 対象者の確認 

 

名簿の共有範囲は、市より送付している自治会長、民生委員・児童委

員、自主防災組織のほか、自治会内では、組長・班長を想定しています。

しかし、個別避難計画作成や地域の避難支援体制を考えるにあたり、他

の方も名簿の共有を必要とする場合は、個人情報の取扱いのルールを決

め、対象者に説明して同意を得た上で、適切な管理をしながら共有して

いただくようお願いします。 

本てびきの最後に「個人情報の取扱いのルール」について記載してい

ますので、あわせてご確認ください。 

Q２ 避難行動要支援者名簿は、どこまで共有しても良いのですか？ 
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本人や家族への説明を行い、日頃の生活や心身の状況などについて、可能な

範囲での聞き取りをお願いします。 

聞き取る内容は、避難行動要支援者名簿に掲載されている内容を具体的に聞

いていくなど、聞きやすいところから可能な範囲での聞き取りをお願いします。 

聞き取った内容を、個別避難計画の様式に記入していきます。 

記入は、避難支援等関係者ではなく、本人や家族に記入してもらってもかま

いません。 

 

 

 

対象者本人や家族に聞き取りをして、計画を作成しましょう 

STEP３ 聞き取り・計画作成 

 

STEP３の聞き取りを行うことで、心身の状況や支援者の有無が分か

ることも想定されます。先に聞き取りを行ってからその情報を元に優先

度を決めるなど、名簿に登録されている人数や地域の実情・体制にあわ

せて柔軟に対応してください。 

Q３ 名簿の情報だけでは心身の状況や支援者の有無が分からない場合、 

どのようにして優先度を決めれば良いですか？ 

 

市では、対象者となる方（３ページ参照）に登録の案内を送付してい

ますが、対象とならない方でも希望される場合は登録することができま

す。名簿に掲載されていない方で、避難支援が必要と思われる方がおら

れましたら、避難行動要支援者支援制度への登録を勧めていただきます

ようお願いします。福祉政策課に連絡をいただければ、ご本人宅に申請

書をお送りします。 

Q４ 名簿に掲載されていないが支援が必要と思われる方がいる場合、 

どのようにすれば良いですか？ 
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本人や家族への説明の一例 

「近年、災害が増えているので、○○町自治会で、高齢者や障がい者の方の個

別避難計画を作ろうと思います。ご自身の身を守るためのものでもありますの

で、ご協力をお願いします。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心身の状況や生活状況を聞き取るには、本人との信頼関係が必要とな

ります。最初から全てを聞き取ろうと気負わず、まずは顔の見える信頼

関係作りを目指してください。 

また、介護保険サービスや障がい福祉サービスを利用されている場

合、担当のケアマネージャーや相談支援専門員などの福祉専門職がおら

れます。本人や家族の同意が得られたら、福祉専門職が訪問などされる

ときに同席し一緒に聞き取りを行うなど、協力を得ることも有効です。 

Q５ 本人と初めて話すこととなり、うまく聞き取りができない場合、 

どのようにすれば良いですか？ 

 

地域の避難支援体制によって、支援協力者をなかなか決められない場

合もあると思います。１人の個人を支援協力者と決めることが難しい場

合は、自治会の班や自主防災組織など、団体を記入する形でも構いませ

ん。 

災害が起こったとき、避難支援等関係者も自らの安全を確保すること

が必要であり、個別避難計画は必ず支援することを保証するものではあ

りません。また、避難行動要支援者を助けられなかった場合でも、支援

協力者はその責任を負うものではありません。そのことを支援する方、

される方がともに理解し、同意の上で計画作成に取り組む必要がありま

す。 

まずは声掛けをするなど、お互いにできることから考えてみましょ

う。 

Q６ 災害時の支援協力者はどのように決めたら良いですか？ 
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計画を作成したら、本人の同意を得た上で、作成した避難支援等関係者や計

画に記載されている支援協力者と共有をしましょう。また、計画の写しを福祉

政策課にご提出ください。 

原本は本人に保管していただき、災害が発生したり近づいたりした場合にす

ぐに見られる場所に置いておくことが望ましいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画を本人や関係者と共有し、写しを市に提出してください 

STEP４ 計画の提出・共有 

 

個別避難計画は、すべての項目を記入して完成させることだけが目的

ではなく、対象者本人と避難支援等関係者が災害時の行動・支援につい

て一緒に考え、話しあうことができる関係性となれることに意義がある

と考えます。計画の完成だけにとらわれず、可能な範囲で聞き取りをし

たり、話し合って一緒に考えたりした内容を記入し、提出をしていただ

いてかまいません。 

Q７ 計画のすべての項目を埋めることができません！ 
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07

48
-
△

△
-
○

○
○

○

✔
✔

✔
対
象
者
の
基
本
情
報
は
、
名
簿
で
分
か

る
と
こ
ろ
は
本
人
に
確
認
し
な
が
ら
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

支
援
協
力
者
は
、
地
域
の
避
難
支
援
体
制
づ
く
り
の
中
で
話
し

合
い
、
可
能
な
範
囲
で
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

名
簿
で
分
か
る
情
報
の
ほ
か
、
本
人
や

家
族
へ
の
聞
き
取
り
で
分
か
っ
た
本
人

の
情
報
を
記
入
し
ま
す
。

災
害
が
起
こ
っ
た
と
き
、
支
援
の
た

め
に
必
要
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
情

報
を
分
か
る
範
囲
で
記
入
し
ま
す
。
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現
金

（
小

銭
）

介
護

保
険

証
・
障

が
い

者
手

帳

預
金

通
帳

・
印

鑑
お

薬
手

帳

健
康

保
険

証

着
替

え
（
服

・
下

着
・
靴

下
）

防
寒

具
・
雨

具

メ
ガ

ネ
ご

み
袋

・
ビ

ニ
ー

ル
袋

補
聴

器
タ

オ
ル

生
理

用
品

テ
ィ

ッ
シ

ュ

歯
ブ

ラ
シ

・
入

れ
歯

ト
イ

レ
ッ

ト
ペ

ー
パ

ー

常
備

薬
簡

易
ト

イ
レ

マ
ス

ク
割

り
ば

し
・
紙

皿
・
紙

コ
ッ

プ

救
急

セ
ッ

ト
ヘ

ル
メ

ッ
ト

体
温

計
携

帯
電

話
・
充

電
器

手
指

消
毒

液
懐

中
電

灯
・
電

池

自
宅

非
常

食
（
　

　
３

　
日

分
）

飲
料

水
（
　

　
３

　
日

分
）

車
い

す
・
シ

ル
バ

ー
カ

ー

杖

□
市

役
所

　
□

自
治

会
　

□
民

生
委

員
・
児

童
委

員
　

□
自

主
防

災
組

織

□
災

害
時

の
支

援
協

力
者

　
□

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
ま

た
は

相
談

支
援

専
門

員

個
別

避
難

計
画

（
う

ら
）

令
和

　
５

年
　

７
月

　
１

日
現

在

フ
リ

ガ
ナ

ハ
チ

マ
ン

　
チ

カ
コ

性
別

年
齢

血
液

型
避

難
場

所
氏

名
八

幡
　

近
子

所
在

地
桜

宮
町

６
０
０
番

地

非
常

持
ち

出
し

品
・
備

蓄
品

移
動

手
段

徒
歩

 ・
 車

 ・
 車

い
す

 ・
 （

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
所

要
時

間
　

　
　

１
０

分

貴
重

品

□
□女

８
３

A
型

一
時

避
難

場
所

名
称

桜
宮

自
治

会
館

所
在

地
桜

宮
町

６
０
０
番

地
□

□

□
□

移
動

手
段

徒
歩

 ・
 車

 ・
 車

い
す

 ・
 （

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
所

要
時

間
　

　
　

２
０

分

□
□

指
定

避
難

所

水
害

時
名

称
桜

宮
小

学
校

名
称

桜
宮

小
学

校
所

在
地

桜
宮

町
６
０
０
番

地
□

□

移
動

手
段

徒
歩

 ・
 車

 ・
 車

い
す

 ・
 （

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
所

要
時

間
　

　
　

２
０

分

□
□

地
震

時

□
□

自
宅

の
浸

水
し

な
い

場
所

（
２

階
以

上
な

ど
）
　

手
助

け
が

必
要

　
・　

手
助

け
は

不
要

□
□

□
□

避
難

経
路

図
□

□

□
□

□
□

□
□

水
・

食
品

□
□

□
□

生
活

用
品 ・

衛
生

用
品

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

ス
ー

パ
ー

小
学

校

そ
の

他

□
□

□
□

□
□

□

代
理

人
署

名

□
自

治
会

館
保

管
方

法
・
場

所
リ

ュ
ッ

ク
（場

所
：　

　
　

　
　

　
　

　
）　

・　
玄

関
　

・　
（　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）　

　
災

害
発

生
時

に
、

地
域

の
支

援
者

と
安

全
に

避
難

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
個

別
避

難
計

画
に

記
載

し
た

私
に

関
す

る
情

報
を

関
係

者
と

共
有

す
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。
　

な
お

、
個

別
避

難
計

画
は

、
災

害
時

の
避

難
支

援
が

必
ず

な
さ

れ
る

こ
と

を
保

証
す

る
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
し

た
が

っ
て

、
上

記
の

関
係

者
が

、
法

的
な

責
任

や
義

務
を

負
う

も
の

で
は

な
い

こ
と

を
理

解
し

ま
し

た
。

関
係

者

令
和

　
５

年
　

７
月

　
１

日
本

人
署

名

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔✔ ✔

八
幡

近
子

✔
✔

✔
✔

本
人
と
一
緒
に
、
災
害
時
に
備
え
て

何
が
必
要
か
考
え
る
こ
と
も
大
事
で

す
。
備
え
が
で
き
て
い
る
も
の
に

チ
ェ
ッ
ク
を
つ
け
た
り
、
用
意
し
な

い
と
い
け
な
い
も
の
を
書
き
出
し
た

り
し
ま
し
ょ
う
。

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
な
ど
を
み
な

が
ら
、
避
難
場
所
を
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

地
図
は
別
紙
で
添
付
す

る
の
で
も
良
い
で
す
。

本
人
の
同
意
を
得
た
上
で
、

計
画
を
共
有
す
る
範
囲
を

決
め
て
チ
ェ
ッ
ク
し
、
写

し
を
市
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
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「マイ・タイムライン」と「地域のタイムライン」の作成 

「マイ・タイムライン」とは、大雨や台風などの風水害にそなえて、一人ひと

りの自宅や家族・生活の状況にあわせた避難行動を考えておくものです。また、

「地域のタイムライン」は各警戒レベルでの地域の行動、避難の呼びかけ、避難

開始のタイミングなどをあらかじめ考えておくものです。個別避難計画とあわ

せて作成しておくことで、いざというときに慌てずに行動できる助けとなりま

す。 

個別避難計画作成と同じように、対象者本人や家族等への聞き取りをしたり、

地域の避難支援等関係者同士で避難支援体制について話し合ったりして、災害

時に取れる行動を考えてみましょう。 

 

避難訓練の実施 

作成した個別避難計画に沿って、実際に避難場所まで行ってみたり、地域の

防災訓練に対象者本人と一緒に参加したりしてみましょう。実際に行動してみ

ることで、計画の内容の検証ができます。 

 

計画の見直し・更新 

個別避難計画は一度作成したら終わりではありません。対象者本人の心身や

生活の状況が変わると必要な支援も変わります。また、役員の交代などにより、

地域の支援協力者が変更となる場合もあります。可能な範囲で、必要に応じた

計画の見直し・更新を行うことが理想であるといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらなる取組みが可能な場合 
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８
３

A
型

令
和

　
５

年
　

７
月

　
１

日
現

在

フ
リ

ガ
ナ

ハ
チ

マ
ン

　
チ

カ
コ

性
別

年
齢

血
液

型
　

「マ
イ

・タ
イ

ム
ラ

イ
ン

」と
は

、
大

雨
や

台
風

な
ど

の
風

水
害

に
そ

な
え

て
、

一
人

ひ
と

り
の

自
宅

や
家

族
・生

活
の

状
況

に
あ

わ
せ

た
避

難
行

動
を

考
え

て
お

く
も

の
で

す
。

ま
た

、
「地

域
の

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

」
は

、
各

警
戒

レ
ベ

ル
で

の
地

域
の

行
動

、
避

難
の

呼
び

か
け

、
避

難
開

始
の

タ
イ

ミ
ン

グ
な

ど
を

あ
ら

か
じ

め
考

え
て

お
く
も

の
で

す
。

心
身

の
状

況
や

避
難

場
所

、
避

難
に

必
要

な
そ

な
え

を
決

め
て

お
く

「個
別

避
難

計
画

」と
あ

わ
せ

て
作

成
し

て
お

く
こ

と
で

、
い

ざ
と

い
う

と
き

に
慌

て
ず

に
行

動
で

き
る

助
け

と
な

り
ま

す
。

「
マ

イ
・

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

」
と

「
地

域
の

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

」
（

お
も

て
）

電
話

番
号

と
同

じ
避

難
情

報
、

気
象

情
報

等
お

よ
び

と
る

べ
き

行
動

　
～

避
難

誘
導

マ
ニ

ュ
ア

ル
指

針
よ

り
～

電
話

番
号

０
７
４
８
－

○
○

－
×

×
×

×
F
A

X

氏
名

八
幡

　
近

子
女

住
　

　
所

桜
宮

町
１
２
３
４
番

地

裏
面

に
「
わ

た
し

」
と

「
地

域
」
の

行
動

を
記

入
し

ま
す

。

□
知

人
ら

に
預

け
る

　
→

誰
に

（　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）　
　

い
つ

（　
　

　
　

　
　

　
　

日
前

に
）

□

メ
ー

ル
 

な
し

住
ま

い

浸
水

深

土
砂

災
害

住
ま

い
に

起
こ

り
う

る
災

害
を

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
で

確
認

し
ま

し
ょ

う
！

建
築

時
期

構
造

氾
濫

警
戒

情
報

大
雨

警
報

洪
水

警
報

警
戒

レ
ベ

ル
３

相
当

情
報

氾
濫

危
険

情
報

土
砂

災
害

警
戒

情
報

警
戒

レ
ベ

ル
４

相
当

情
報

災
害

発
生

の
お

そ
れ

が
あ

る
状

況

高
齢

者
、

障
が

い
の

あ
る

方
、

乳
幼

児
、

妊
産

婦
な

ど
の

避
難

に
時

間
を

要
す

る
人

は
、

危
険

な
場

所
か

ら
避

難
し

て
く
だ

さ
い

。

災
害

発
生

の
お

そ
れ

が
高

い
状

況

危
険

な
場

所
か

ら
全

員
避

難
し

て
く
だ

さ
い

。
避

難
先

ま
で

の
移

動
が

危
険

な
場

合
は

、
自

宅
内

や
近

く
の

安
全

な
場

所
に

避
難

し
て

く
だ

さ
い

。

警
戒

レ
ベ

ル
４

ま
で

に
必

ず
避

難
！

気
象

情
報

等
発

令
時

の
状

況
発

令
さ

れ
た

ら
こ

ん
な

行
動

を
！

氾
濫

発
生

情
報

特
別

警
報

警
戒

レ
ベ

ル
５

相
当

情
報

警
戒

レ
ベ

ル
１

早
期

注
意

情
報

今
後

、
気

象
状

況
悪

化
の

お
そ

れ
が

あ
る

状
況

災
害

へ
の

心
構

え
を

高
め

ま
し

ょ
う

。

警
戒

レ
ベ

ル
２

大
雨

注
意

報
洪

水
注

意
報

氾
濫

注
意

情
報

気
象

状
況

が
悪

化
し

て
い

る
状

況

避
難

に
備

え
、

自
ら

の
避

難
行

動
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

災
害

発
生

ま
た

は
切

迫
し

て
い

る
状

況

命
の

危
険

！
直

ち
に

安
全

確
保

！

警
戒

レ
ベ

ル
３

高
齢

者
等

避
難

警
戒

レ
ベ

ル
４

避
難

指
示

警
戒

レ
ベ

ル
５

緊
急

安
全

確
保

　
　

　
昭

和
　

５
８

　
年

　
　

　
　

月

木
造

　
・　

鉄
骨

　
・　

鉄
筋

　
・　

（　
　

　
　

　
）階

□

警
戒

レ
ベ

ル
・
避

難
情

報
（
市

が
発

令
）

（
　
２
～

３
　

）
メ

ー
ト

ル

警
戒

区
域

　
・　

土
石

流
危

険
渓

流
区

域
　

・　
特

別
警

戒
区

域

携
帯

番
号

０
９

０
－

○
○

○
○

－
×

×
×

×

□ □ 避
難

準
備

に
か

か
る

時
間

を
確

認
し

ま
し

ょ
う

！

□
家

族
ら

へ
の

連
絡

　
　

　
　

　
　

　
　

５
分

一
緒

に
避

難
す

る

持
ち

出
し

品
の

準
備

　
　

  
　

　
　

家
の

戸
締

ま
り

１
０

分

１
０

分

ペ
ッ

ト
を

飼
っ

て
い

ま
す

か
？

□
は

い

□

□
い

い
え

□✔✔ ✔ ✔ ✔

✔

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
や
本
人
・
家
族
か
ら
の

聞
き
取
っ
た
内
容
で
分
か
る
、
家
の
状
況
、

避
難
準
備
に
か
か
る
時
間
を
記
入
し
ま

し
ょ
う
。
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家
の

周
り

の
点

検
と

片
付

け
地

区
内

の
役

割
分

担
・
連

絡
体

制
の

確
認

気
象

情
報

を
継

続
的

に
確

認
避

難
経

路
の

状
況

確
認

ラ
ジ

オ
や

テ
レ

ビ
を

つ
け

っ
ぱ

な
し

に
す

る
避

難
所

の
防

災
用

品
・
備

蓄
品

の
確

認

避
難

先
・
避

難
経

路
の

確
認

要
支

援
者

と
支

援
者

の
予

定
を

確
認

水
・
食

料
・
ガ

ソ
リ

ン
・
服

用
薬

な
ど

を
持

ち
出

す
準

備

避
難

先
候

補
（
親

戚
、

知
人

宅
）
に

避
難

の
可

能
性

を
連

絡

気
象

情
報

を
改

め
て

確
認

要
支

援
者

の
所

在
確

認
【
誰

が
：
近

江
　

八
郎

さ
ん

】

避
難

経
路

の
確

認
避

難
所

の
開

設
確

認
　

　
　

　
　

　
 　

  
【
誰

が
：
滋

賀
自

治
会

長
】

非
常

用
持

ち
出

し
袋

を
す

ぐ
持

て
る

よ
う

に
準

備
【
誰

が
：
近

江
　

愛
子

さ
ん

】

地
域

の
支

援
者

（
  
 近

江
　

八
郎

  
さ

ん
 ）

へ
の

連
絡

個
別

避
難

計
画

に
沿

っ
て

避
難

開
始

要
支

援
者

に
避

難
呼

び
か

け
【
誰

が
：
近

江
　

愛
子

さ
ん

】

要
支

援
者

の
避

難
誘

導
開

始
【
誰

が
：
滋

賀
自

治
会

長
】

自
由

記
述

欄

□ □ □

要
支

援
者

に
避

難
準
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ど
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も
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。
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が
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。
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３
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雨
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雨
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に
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る
範
囲
で
リ
ス
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し
ま
し
ょ
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避難行動要支援者名簿や個別避難計画には、氏名、生年月日、性別、電話番号、

緊急連絡先等などの大切な個人情報が記載されています。これらの情報は、本

人の同意を得て、災害に備えるという目的で提供しているものです。 

取扱いには自治会の規約等により、ルールを決めて管理してください。 

ルールには以下のような項目・内容を入れることが望ましいです。 

また、役割を交代されるときもルールに基づき、関係のない人に情報が洩れ

ることのないよう適切な引継ぎをお願いします。 

 

 

個人情報の取り扱いのルール（例） 

 個人情報を保管・共有する人と保管する場所を決める。 

 取得する個人情報の範囲を決める。（本人の同意が得られた範囲内で、避難

支援に必要な必要最小限の情報のみとしましょう） 

 個人情報を取得するときは、使用目的を本人に説明する。 

 情報を共有する人が変わるとき（役員の交代がある場合など）は、本人に説

明し同意を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お願いしたいこと 

個人情報の取り扱いのルールと、役割を交代されるときの引継ぎ

について 
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本市では、個別避難計画の作成について、このてびきで説明している地域の

避難支援等関係者による作成の他、行政と福祉専門職による計画の作成も推進

しているところです。寝たきりの方や電源を必要とする医療機器（人工呼吸器

等）を使用されている方など、優先度の高い方を抽出し、市役所内の関係課や福

祉専門職の協力を得て計画の作成に取り組んでいます。これらの方の計画作成

においても、災害時の避難方法を検討する際には、地域の避難支援等関係者の

協力が必要となることが想定されます。計画作成の過程において、行政や福祉

専門職から相談させていただく場合がありますので、ご理解と可能な範囲での

ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

内容 関係課（所在地） 電話番号 

避難行動要支援者支援制度・個別

避難計画に関すること 

福祉政策課 

（本庁舎２階） 
36－5585 

防災・災害対策に関すること 危機管理課 

（近江八幡消防署３階） 
33－4192 

地域福祉活動の推進に関するこ

と 

市社会福祉協議会 

（ひまわり館１階） 
31－2677 

 

このほか、避難行動要支援者への福祉サービスに関する相談や支援は、福祉

関係の部署や様々な部署や関係機関で行っています。くわしくは、「健康・福祉

相談ダイヤル」に掲載していますので、必要に応じてご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

行政と福祉専門職で計画作成を進める方法について 

お問い合わせ先 ～お気軽におたずねください～  

近江八幡市 福祉保険部福祉政策課 政策調整グループ 

〒５２３－８５０１ 近江八幡市桜宮町２３６番地 

電 話：０７４８－３６－５５８５  F A X：０７４８－３２－６５１８ 

M A I L：010806@city.omihachiman.lg.jp 

近江八幡 健康・福祉相談ダイヤル 


